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令和７年（2025 年）  月  日  

 

 

 飯山市長  江 沢 岸 生  様 

 

 

飯山市特別職報酬等審議会   

会 長  坪 根 弘 記   

 

 

特別職の報酬等の額について（答申） 

 

 

 令和７年（2025 年）10 月 21 日付総第 150 号で諮問のあったこのことについて、慎重に議

論を重ね意見をまとめましたので、下記のとおり答申します。 

 

 

記 

 

 

１ 答申内容 

 ⑴ 市長、副市長及び教育長の給料及び退職手当の額 

   市長、副市長及び教育長の給料月額及び退職手当の支給割合については、それぞれ次

のとおり改定又は据え置くことが適当である。 

職 給料月額 退職手当の支給割合 

市 長 据置き 据置き 

副市長 据置き 据置き 

教育長 ５７２，０００円 据置き 

 

 ⑵ 市議会議員の議員報酬の額 

   市議会議員の報酬月額については、それぞれ次のとおり改定することが適当である。 

職 報酬月額 

議 長 ３７５，０００円 

副議長 ３１５，０００円 

議 員 ２９０，０００円 

 

 ⑶ 改定時期 

   改定時期については、令和８年（2026 年）４月１日からとすることが適当である。 
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２ 理由及び考え方 

 ⑴ 基本的な考え方 

   本審議会は、令和７年（2025 年）10 月 21 日から同年 12月 16 日にかけて３回開催し、

市長から諮問を受けた事項について審議した。審議に当たっては、市の財政状況並びに

県内他市、周辺町村及び人口や産業構造が同規模である全国の類似団体との均衡に配慮

した上で、特別職の職員の果たすべき役割や職責の重さに見合った額とすることを基本

とした。 

 

 ⑵ 市長、副市長及び教育長 

   はじめに市長及び副市長については、県内他市及び類似団体との比較を行った上で、

当市の財政状況等を踏まえて、現状の金額が適当であると判断し、据え置くこととした。 

   次に教育長については、第１回会議冒頭で示された江沢市長の思いを踏まえて、前回

の令和３年度（2021 年度）開催の審議会からおよそ４年が経過し、その間に一般職の職

員については国に準じた給料表等の改正により、諸手当を含めた給与水準が引上げとな

っていることに鑑み、理事者と一般職の職員の給与水準は一定程度乖離することも必要

であることから、若干の引上げとすることとした。 

   改定額については、理事者の勤務形態が一般職の職員と類似するものであることに鑑

み、令和７年人事院勧告における行政職俸給表（一）の平均改定率 3.3 パーセントを参

考値とし、３パーセント程度の引上げとすることとした。また、引上げ後の金額は、県

内他市の中で当市に最も近い水準の大町市の金額と概ね同程度となることから、適当で

あると判断した。 

   なお、退職手当の支給割合については、現状県内他市の平均程度であることに鑑み、

改定の必要はないと判断し、据え置くこととした。 

 

 ⑶ 市議会議員 

   市議会議員については、理事者とは勤務形態が異なることから、人事院勧告は参考に

しないこととしたが、市長の給料月額を 100 とした場合の議員の報酬月額の比率が 33.7

パーセントであり、県内他市の中で当市の議員の報酬月額に最も近い水準の大町市にお

ける同比率 36.9 パーセントと比較しても低い水準であること及び類似団体の平均額と

およそ６万円の差があることから、一定程度の引上げが必要と判断した。 

   改定額については、上記大町市における比率を参考値として、市長の給料月額に同比

率を適用した額がおよそ290,000円であること及び令和７年10月 15日付議第79号飯山

市議会議員報酬に係る要望の主旨を踏まえて、議員の報酬月額については 290,000 円と

することが適当であると判断した。なお、議長、副議長については、議員の報酬月額を

290,000 円とすることを前提として、現行の議長の報酬月額を 100 とした場合の副議長

及び議員の報酬月額の比率を改定後も維持するように算出した額とした。 

 

 ⑷ 適用時期 

   適用時期については、特に市議会議員の報酬月額は喫緊の課題であるとの認識から、

令和８年（2026 年）４月１日から適用することが適当とした。 
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